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【介護サービス情報報告システムの動作環境について】 

本システムでは、以下の環境で動作確認を実施しています。 

OS ブラウザ 

Windows XP Internet Explorer 6，Internet Explorer 7 

Windows Vista Internet Explorer 7 

Windows 7※注釈 Internet Explorer 8※注釈 

※注釈：お使いの端末によっては、画面表示（罫線など）が一部正しく表示されない場合もありますが、 

操作性には問題ございません。 
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1章  はじめに 
1.1 介護サービス情報公表システムについて 
 

(1) 介護サービス情報公表システムの目的 
『介護サービス情報公表システム』は、介護サービスを受けようとする利用者を

はじめとする、広く一般の人たちに向けて、都道府県内の介護サービス施設・介護

事業所（以降あわせて「事業所」という。）が提供する介護サービス（居宅サービ

スや施設サービス等）の内容や実態を公表するために作られたシステムです。 

そのため、事業所は自ら報告を行い、指定調査機関（以降「調査機関」という。）

はその報告にもとづき調査を行い、都道府県指定介護サービス情報公表センター

（以降「公表センター」という。）は報告内容と調査結果をもとに一般公表すると

いう作業を行う必要があります。それらの作業を効率的に行えるよう、公表センタ

ー、事業所（報告事務）および調査機関（調査結果提出）との間で、『介護サービ

ス情報報告システム』（以降「報告システム」という。）を使って、インターネッ

トで調査票を授受することができます。 

対象となる介護サービスは50種類で、介護サービス毎の情報がインターネット

上に公表されます。報告や調査、公表事務は毎年度実施されます。 
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(2) このマニュアルについて 
このマニュアルは、事業所の方が報告システムを利用して、調査票を提出したり、

公表後に訂正したりする手順について説明するものです。 

 

また、このマニュアルでは、次のようなアイコンを使用しています。 

報告システムをさらに使いやすくするための、応用的な利用方

法を表しています。 

説明している内容の補足説明を表しています。 メモ 

注意 操作する上で、ご注意いただきたい点について表しています。 
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(3) 介護サービス情報公表システムの全体イメージ 
事業所・調査機関・公表センター間では、次のような運用が行われます。 

 

図 1：介護サービス情報公表システムの運用イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¸ 新規に指定を受けた場合など、訪問調査が免除され、基本情報だけを公表セ
ンターに報告する場合は、上の図の ❷や❸は必要ありません。 

 

 

 

メモ 

事業所 指定調査機関 

公表センター 

基本情報・調査情報を 

Web入力 

訪問調査の結果を 

Web入力 

収集した情報を 

インターネットに公表 

介護サービスの実態を 

訪問調査 

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 
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 凡例 

：システム外の手続きです。 
：システムにログインして行います。 

(4) 報告から公表されるまで（訪問調査を実施する場合） 
訪問調査を実施する場合は、次のような手順で調査票を報告し、訪問調査を行っ

たのち、公表します。 

 

図 2. 報告から公表されるまでの流れ（訪問調査を実施する場合） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¸ 調査票を提出後、公表センターが調査票を審査し、受理するまでの間、記入
内容について再度ご確認が必要な場合は、公表センターから一度「差戻し」

をさせていただくことがあります。 

 

 

計
画 

報
告 

調
査 

公
表 

公表センター 事業所 調査機関 

公表計画の作成 

名寄せ 

¸ 調査機関マスタ取込 
¸ 調査員・調査機関 
ユーザ取込 
¸ 事業所計画マスタ取込 

システムにログイン 

システムにログイン 

基本情報の入力 

調査票の検索・確認 
提出 

通知 

調査票の審査 

調査票の受理 

現地調査 

システムにログイン 
調査票の検索 

調査票の検索・確認 
提出 

調査結果の入力 

調査結果の審査 

調査結果の受理 

調査結果の公表 

現地調査を受ける 

調査情報の入力 

調査票の出力 

メモ 
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(5) 報告から公表されるまで（訪問調査を実施しない場合） 
新規に指定を受けた場合（新規事業所）や、任意に調査票を報告する場合（任意

事業所）などで、訪問調査を実施しない場合は、次のような手順で調査票を報告し、

公表します。 

 

図３. 報告から公表されるまでの流れ（訪問調査を実施しない場合） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¸ 調査票を提出後、公表センターが調査票を審査し、受理するまでの間、記入
内容について再度ご確認が必要な場合は、公表センターから一度「差戻し」

をさせていただくことがあります。 

 

 

計
画 

報
告 

公
表 

公表センター 新規事業所・任意事業所 

公表計画の作成 

名寄せ 

¸ 調査機関マスタ取込 
¸ 調査員・調査機関 
ユーザ取込 
¸ 事業所計画マスタ取込 

システムにログイン 

システムにログイン 

調査票の審査 
提出 

基本情報の公表 

通知 

 
 凡例 

：システム外の手続きです。 
：システムにログインして行います。 

調査票の受理 

基本情報の入力 

メモ 
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(6) 公表後に基本情報を修正（訂正・更新）する 
公表した後、基本情報の一部内容を訂正・更新したい場合も、この報告システム

を利用します。次のような手順で修正（訂正・更新）します。 

 

図４. 公表後に基本情報を修正する場合の流れ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¸ 提出後、修正（訂正・更新）した内容について再度ご確認が必要な場合は、
公表センターから「差戻し」をさせていただくことがあります。 

¸ 公表後に修正（訂正・更新）できるのは基本情報のみです。 
 

メモ 



 介護サービス情報報告システム 

操作マニュアル（事業所） 

 - 10 - 

 

1.2 公表対象のサービスについて 
公表対象とする介護サービスは50種類あります。この50種類のサービスは、次

のように16種類のグループに分けられます。同一グループ（以下、「同類型」と

呼びます）のサービスが併設されている場合は、報告や調査を一体的に行います。 

 

同類型の介護サービス表 

 

グループ サービス 

コード 

サービス名称 

01 110 訪問介護 

 610 介護予防訪問介護 

 710 夜間対応型訪問介護 

02 120 訪問入浴介護 

 620 介護予防訪問入浴介護 

03 130 訪問看護 

 630 介護予防訪問看護 

 155 療養通所介護(※注) 

04 140 訪問リハビリテーション 

 640 介護予防訪問リハビリテーション 

05 170 福祉用具貸与 

 410 特定福祉用具販売 

 670 介護予防福祉用具貸与 

 440 特定介護予防福祉用具販売 

06 150 通所介護 

 650 介護予防通所介護 

 720 認知症対応型通所介護 

 740 介護予防認知症対応型通所介護 

 155 療養通所介護(※注) 

07 160 通所リハビリテーション 

 660 介護予防通所リハビリテーション 

 155 療養通所介護(※注) 

08 331 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 

 335 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム・外部サービス利用型） 

 351 介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 

 355 介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム・外部サービス利用型） 

 361 地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 

09 332 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム） 

 336 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム・外部サービス利用型） 

 352 介護予防特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム） 

 356 介護予防特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム・外部サービス利用型） 

 362 地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム） 
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グループ サービス 

コード 

サービス名称 

10 510 介護老人福祉施設 

 210 短期入所生活介護 

 240 介護予防短期入所生活介護 

 540 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

11 520 介護老人保健施設 

 220 短期入所療養介護（介護老人保健施設） 

 250 介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 

12 530 介護療養型医療施設 

 230 短期入所療養介護（介護療養型医療施設） 

 260 介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設） 

13 430 居宅介護支援 

14 334 特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅） 

 337 特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス利用型） 

 354 介護予防特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅） 

 357 介護予防特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス

利用型） 

 364 地域密着型特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅） 

15 730 小規模多機能型居宅介護 

 750 介護予防小規模多機能型居宅介護 

16 320 認知症対応型共同生活介護 

 370 介護予防認知症対応型共同生活介護 

※注 「療養通所介護」は、事業所の併設状況によって、訪問介護・通所介護・通所リハビリテー

ションのいずれかのサービスグループに区分されます。 
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1.3 信頼済みサイトへの追加 
操作用端末のOSがWindows XP SP2以降で、ウェブ・ブラウザがInternet 

Explorer 6 SP2以降の場合、Internet Explorerを以下のように設定してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※報告システムのＵＲＬ（ホームページアドレス）を信頼済みサイトとして登録し

てください。 

 

●信頼済みサイトへの追加方法（Windows XPの例） 

①Internet Explorer を開きます。 

 

②『ツール』メニューの『インターネット オプション』を押します。 

 

③インターネット オプション画面が表示されます。 

『セキュリティ』タブで『信頼済みサイト』アイコンを選択し、「サイト(S)…」

ボタンを押します。 

 
 

④信頼済みサイト画面が表示されます。 

 『次の Web サイトをゾーンに追加する(D):』下のテキストボックスにシステム

担当者から指示されたアドレスを入力し、「追加(A)」ボタンを押します。 

 

 

 

¸ 【指定されたアドレス】には、https://【都道府県のドメイン】を入力して

ください。 

 

注意 

①「サイト(S)…」ボタ

ンを押します。 
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■例 

【都道府県のドメイン】が“www.todofuken.co.jp”の場合、【指定された

アドレス】には“https://www.todofuken.co.jp”を入力してください。 

 

 

 

⑤信頼済みサイト画面が再表示されます 

『Web サイト(W):』の一覧にシステム担当者から指示されたアドレスが追加さ

れたことを確認し、『このゾーンのサイトにはすべてサーバの確認（https）を

必要とする(S)』チェックボックスを外して「OK」ボタンを押します。 

   

 

⑥インターネット オプション画面に戻ります。 

『このゾーンのセキュリティレベル(L)』を低レベルに設定して『OK』ボタンを

押します。 

  
 

②「追加(A)」ボタンを

押します。 

 

③チェックボックスを外して「OK」

ボタンを押してください。 

 

④セキュリティのレベルを低に設

定し、「ＯＫ」ボタンを押します。 

 

※レベルのカスタマイズを行っている場

合、正常に動作しない可能性があります。

（『規定のレベル』ボタンが灰色になっ

ている場合、カスタマイズは行われてい

ません。） 



 介護サービス情報報告システム 

操作マニュアル（事業所） 

 - 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●信頼済みサイトへの追加方法（Windows Vista 及び Windows 7の例） 

Windows Vista 及び Windows 7 の場合、前述のWindows XPの①～⑥の設定

と変わりませんが、一部の画面と⑥の『このゾーンのセキュリティレベル(L)』の初

期設定が異なっています。 

 

①～⑤は、Windows XPと同様です。 

 

⑥インターネット オプション画面に戻ります。 

『このゾーンのセキュリティレベル(L)』を低レベルに設定後、『保護モードを

有効にする』のチェックを外して『OK』ボタンを押します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

①セキュリティのレベルを低に設

定してください。 

 

※レベルのカスタマイズを行っている場

合、正常に動作しない可能性があります。

（Internet Explorer7では、初期値設定

が中になっているため、必ず低に変更し

てください。） 

②『保護モードを有効にする』のチェックを外して「OK」ボタンを

押してください。 
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1.4 お気に入りの追加 
報告システムを、インターネットブラウザ（Internet Explorer）の「お気に入

り」に登録しておくと、次回以降簡単に接続できるようになり、便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告システムのＵＲＬ（ホームページアドレス）をお気に入りに登録しておくと、

次回以降、簡単に報告システムを起動することができます。 

●お気に入りの登録方法（Internet Explorer 6 の例） 

①「お気に入り」を表示します。 

 

②「お気に入り」に追加します。 

 

③「お気に入り」に表示する名前を決定します。 

 

④「お気に入り」に追加されていることを確認します。 

 

①「お気に入り」ボタン

を押します。 

 

②「追加」ボタンを押

します。 

 

③「ＯＫ」ボタンを押

します。 

④「お気に入り」に追

加されます。次回から

はここから簡単に起動

することができます。 
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●お気に入りの使い方（Internet Explorer 6 の例） 

①「お気に入り」を表示します。 

 
 

②「お気に入り」の中から表示させたいページを押します。 

 

 

③ページが表示されます。 

 

①「お気に入り」ボタン

を押します。 

 

②登録したページを押

します。 
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●お気に入りの登録方法（Internet Explorer 7 の例） 

①画面左上の「+☆」(お気に入りに追加)ボタンを押します。 

 

②「お気に入りに追加(A)...」を押します。 

 

③「お気に入り」に表示する名前を決定します。 

 

 

④お気に入りに追加されていることを確認します。 

  

①「お気に入りに追加」

ボタンを押します。 

 

②「お気に入りに追加」

ボタンを押します。 

 

③名前を入力したら「追加」ボタン

を押します。 

※作成先を選んで、既存のお気に入りフ

ォルダに追加することもできます。 

④画面左上の「☆」(お気に

入り)ボタンを押すことでお

気に入りが表示されます。 

※次回からはここから簡単に起

動することができます。 
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●お気に入りの使い方（Internet Explorer ７の例） 

①画面左上の「☆」(お気に入り)を押して「お気に入り」を表示させます。 

 
 

②「お気に入り」の中から表示させたいページを押します。 

 

 

③ページが表示されます。 

 

①「お気に入り」ボタン

を押します。 

 

②登録したページを押

します。 




